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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本電気計測器工業会（JEMIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて

日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した

日本産業規格である。これによって，JIS C 0511-3:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 0511 規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 0511-1 第 1 部：フレームワーク，定義，システム，ハードウェア及びアプリケーションプログ

ラミングの要求事項 

JIS C 0511-2 第 2 部：JIS C 0511-1 の適用指針 

JIS C 0511-3 第 3 部：要求安全度水準の決定のための指針 
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Functional safety- 

Safety instrumented systems for the process industry sector- 

Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels 

 
序文 

この規格は，IEC 61511-3:2016 を基に，技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格

である。 

プロセス産業分野では，安全計装機能（Safety Instrumented Function。以下，SIF という。）を実行するた

めに，安全計装システム（Safety Instrumented System。以下，SIS という。）を長年にわたって使用してきて

いる。SIF のために，計装を効果的に使用するには，その計装が最低限対応しなくてはならない規格及び

性能水準を達成することが不可欠である。 

この規格群は，プロセス産業分野の SIS の応用を扱う。また，この規格群は，SIS の仕様を導き出すため

に実施するプロセスの潜在危険及びリスク評価（Hazard and Risk Assessment。以下，H&RA という。）も扱

う。SIS 以外の安全システムの SIS への影響は，SIS に対する性能要求に関連する場合だけ考慮する。SIS

は，センサから操作端までの各 SIF を実行するために必要な全ての機器を含む。 

この規格群には，適用の基礎となる，SIS 安全ライフサイクル及び安全度水準（SIL，Safety Integrity Level。

以下，SIL という。）という二つの概念がある。 

この規格群は，電気・電子・プログラマブル電子技術を利用している SIS を扱う。その他の技術をロジ

ックソルバに使用する場合でも，機能安全要件を満足するためにこの規格群の基本原則を適用することが

望ましい。また，この規格群は使用される技術にかかわらず SIS のセンサ及び操作端を扱う。この規格群

は，JIS C 0508 規格群のフレームワーク内におけるプロセス産業分野に特化している。 

この規格群は，最低限の原則を満たすために，SIS 安全ライフサイクル活動の方法論を定めている。こ

の方法論は，合理的かつ一貫性のある技術的方策を使用するために採用した。 

多くの場合，本質的な安全プロセス設計によって安全を達成するのが最善である。しかし，そのような

設計が不可能又は現実的でない場合がある。この場合には必要に応じて，残留リスクに対処するために，

一つ以上の保護システムと組み合わせてもよい。保護システムは，異種の技術（化学，機械，油圧，空気

圧，電気，電子又はプログラマブル電子）によることが可能である。この方法論の利用を容易にするため

に，この規格群の内容を次に示す。 

－ 全安全要求事項を特定するために実施する H&RA を扱う。 

－ 安全要求事項の SIS への割付けを扱う。 


